
三重県指令雇経第 － 号 

申請者 （所在地） 

（名称）      様 

 

県産酒米の価格高騰対策支援補助金 交付決定通知書 

 

年  月  日付けで申請のあった県産酒米の価格高騰対策支援補助金について、下

記のとおり交付することに決定しましたので、県産酒米の価格高騰対策支援補助金交付

要綱第８条の規定に基づき通知します。 

 

年  月  日 

 

三重県知事 印 

記 

 

１ 補助事業の内容 

年  月  日付で申請のあった県産酒米の価格高騰対策支援補助金交付申請書に

記載のとおりとします。 

 

２ 補助金交付額           円 

 

３ 県産酒米の価格高騰対策支援補助金交付要綱を遵守し、善良な管理者の注意をもっ

て補助事業を実施してください。 

 

４ 補助事業に関係する書類を、補助事業の完了の日の属する年度の翌年度から起算し

て５年間保管してください。 

 

５ 交付決定後に補助金の交付申請を取り下げようとするときは、交付決定日から 15

日以内に交付申請取下届出書（様式第３号）を提出してください。 

 

６ 交付申請書等について、次のいずれかに該当する変更を行おうとするとするときは、

予め変更承認申請書（様式第４号）を提出し、その承認を受けてください。承認を受

けた日以降でなければ、変更後の事業の実施（発注または契約・購入等を含む。）はで

きません。 

（１）交付決定額の 20％を超えて減額する場合 

（２）補助事業完了予定年月日を変更する場合 

［様式第２号（第８条関係）］ 



（３）補助事業の内容が変更になることが明らかで、知事が特に必要と認める場合 

 

７ 補助事業の全部もしくは一部を中止し、または廃止しようとするときは、予め中止

（廃止）承認申請書（様式第５号）を提出し、その承認を受けてください 。 

 

８ 補助事業が完了したときは、その日から起算して 30日以内または令和８年 10月 30

日（金）のいずれか早い日までに、実績報告書（様式第６号）を提出してください。 

 

９ 補助事業の実施中または完了後に関わらず、偽りその他不正の手段により補助金の

交付を受けたことなどが判明した場合は、補助金の交付決定を取り消し、既に交付さ

れている補助金の返還を求めます。 

 

10 代表者及び役員等（業務を執行する役員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者

をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し

業務を執行する役員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を

有するものと認められる者）が、三重県の交付する補助金等からの暴力団等排除措置

要綱の別表に掲げる一に該当することが判明した場合は、交付決定後であっても交付

決定を取り消します。 

 

11 補助事業の進捗状況確認のため、現地調査等を行うことがあります。 


